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第14回いの健中四国ブロックセミナーは、６月17
―18日岡山県で開かれ、延べ107人が参加しました。
岡山県実行委員会の清水善朗弁護士（いの健岡山

県センター代表委員）が「川鉄過労死事件は、認定
基準もなかったが闘いで前進してきた。しかし過労
死は根絶はしていない。過労死を起こさない闘いが
求められている。感染症による差別をなくすハンセ
ン病療養所長島愛生園のたたかいも勝訴した。活動
をさらに前進させよう」と開会の挨拶をしました。

講演１「コロナ感染症を振り返る」

講演１では、岡山協立病院の杉村悟副院長が「パ
ンデミックの歴史から、新型コロナ感染症を振り返
る」と題して講演。「人類の歴史の中で、ペスト、
天然痘などパンデミックが繰り返してきたが、天然
痘は1980年に根絶された。その教訓は国籍、宗教、
人類などの違いを乗り越えて協力したことにある。
新型コロナは利権争いのようになり実現していな
い」「スペイン風邪などインフルエンザには、ワク
チンによる治療が進んだが、コロナは変異が早く収
束まではまだまだだ。第４波の時は、患者が急増し
人工呼吸器が不足。患者の選択を迫られ、患者・家
族、医療機関が苦悶した。自然破壊がウィルスを人
間に近づけている。コロナはそのことへの警鐘を鳴
らしている」と話しました。

講演２「これからの労働安全衛生活動」

いの健京都センターの岩橋祐治事務局長が講演。
「私は『いの健・ローアン労働者・労働組合八訓』
を提起している。いのちと健康を守る活動は、労働
運動の課題の一つではない。WHOの提起する『健
康は疾病が存在しないことだけではなく、自らの健
康の決定要因を改善できるようにするプロセス』で
『毎日の生活の資源である』というとらえ方が重要
だ。当面は大幅賃上げと長時間・過密労働の規制が
大切だ。この活動を進める労働組合の安全衛生活動
の強化が大切になっている。厚労省のガイドライン、
通達・指針も活用し前進・発展を通じて、労働組合

運動のバージョンアップ（組織の強化拡大）を実現
しよう」と話しました。

コロナ感染症対策・労働条件・人員不足を討論

講演を受けて、医療、福祉、教育、物流分野から
コロナ禍の感染症対策の状況、労働者の労働時間・
労働条件、人員不足の実態と改善の運動・課題など
が報告されました。その後、講師も加わり、議論し
ました。参加者からも質問、意見が出され、コロナ
感染症の５類移行への対応、改善を求める方向と運
動の課題、労働安全衛生活動の強化などについて討
論しました。
広島県の私学・故後河内麻季先生過労死裁判を支

援する会の遺族の訴えが行われました。

長島愛生園の史跡、展示を見学

２日目はハンセン病療養所・長島愛生園の見学を
行い58人が参加しました。学芸員の歴史館展示の
解説・ビデオ視聴後、患者専用収容桟橋、収容所、
監房、納骨堂を見学。納骨堂には実行委員会として
献花をしました。 （岡山センター 藤田弘赳）
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本年２月27日、 航空自衛隊の現役女性自衛官が、
自分に対してなされたセクハラと、部隊が被害回復
や不利益防止の措置をとらないことに対して、国家
賠償請求訴訟を東京地裁に提起しました。６月８日
に第１回弁論が行なわれ、原告が意見陳述を行な
い、満席の傍聴席に感銘を与えました。国の答弁書
は、加害隊員のセクハラ（一次被害）は認めながら、
安全配慮義務違反の二次被害を全面的に争うもので
す。

自衛隊の実態と原告への一次被害

原告は、2010年に着任した部署（那覇基地=写
真）で、男性隊員から日常的にハラスメントを受け
ました。当初は「お前、本当はチンコついてるだろ」
「Ｔシャツを着ているとちゃんとオッパイがついて
いるが、上着を着ると、リバーシブルだよ」などの
発言でしたが、「セックスしなきゃダメだぞ」「やら
ないと乾くぞ」「お前、○○（交際相手）とやって
んのか?」などの性行為の発言にまでエスカレート
しました。これらが他の隊員もいる職場で行われ、
部隊中から好奇の目で見られるようになりました。
2013年１月28日、加害隊員が仕事上のことで腹

を立て、原告に電話で「○○はどうなってるんだ馬
鹿野郎」「○○とやりまくって業務を疎かにするん
じゃねえよ」「やり過ぎなんだよ」などと怒鳴りな
がら繰り返したのでした。

部隊による二次被害-実名の公表

原告は、部隊の様々なところに加害隊員のセクハ
ラを申告しましたが、セクハラはなかったと報告さ
れたり、隊長からは加害者にも家庭があると言われ、
セクハラ相談員からは我慢するしかないと言われ、
体調を崩していきました。
原告が、やむなく地元の弁護士に依頼して、加害

隊員に対する適切な処分やセクハラ教育の徹底を求
めると、部隊は原告を実名にして、加害者を匿名に
して、被害事実の内容が判らないようにしたハラス
メント研修を実施したのです。それ以降、原告は部
隊の全隊員から好奇の対象にされました。

原告の訴訟提起と加害隊員の反訴提起

原告が2016年１月16日に加害隊員の責任を問う
裁判を起こすと、加害隊員は「セクハラは事実無根
だ」と反訴を提起してきました。
これに対して裁判所は、2017年５月30日、原告

の請求に対し
て「公務員個
人である被告
が不法行為責
任を負うこと
はない」と昭
和59年10月
20日の最高
歳判決を踏襲し、門前払いで棄却したのです。
他方、加害隊員の請求に対しては、「社会的に相

当な程度を超えて原告の人格権を侵害する違法なセ
クハラ発言に当たると判断される」として棄却し、
事実上セクハラを認めざるをえませんでした。
ところがこの裁判で、部隊の法務班・渉外室は、

加害隊員の訴訟を支援し、隊員15名によるハラス
メントは見聞きしていないとする虚偽の陳述書のひ
な形を作成していたのでした。

部隊の二次被害を問う本訴訟提起

原告は、加害隊員のセクハラ行為が事実上認定さ
れたことから、部隊に対して被害回復のための配慮
と加害者の処分を求めましたが、部隊は裁判に負け
たのだからセクハラはなかったと強弁して、対応し
ませんでした。加害隊員との分離も、３年ほど臨時
勤務で異動させただけで、その後一貫して加害隊員
と接点のある仕事に就かせていました。
それどころか、裁判のために提出した文書につい

て、個人情報漏洩だとして、警務隊の捜査・調査委
処分調査を強行し、最後は訓戒処分として賞与を減
額しました。

裁判支援を是非とも

国家公務員（約59万人）のうち42パーセントが
自衛官（約24万人）です。自衛官の人権状況は、
国家公務員ひいては日本の人権水準を示すもので、
ジェンダーギャップ指数世界125位の闇を象徴する
ものです。そして、自衛官の人権を守ることは軍隊
を誤らせないことでもあります。皆さんのご支援を
お願いします。 （同裁判弁護団 佐藤博文）

第２回弁論 10月２日（月）午後１時30分
東京地裁103号法廷

連 絡 先：現役自衛官セク国賠訴訟支援の会
『クローバーの会』
E-mailclover.jieikan@gmail.com

現現現現現現現現現現現現現現現現職職職職職職職職職職職職職職職職自自自自自自自自自自自自自自自自衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛官官官官官官官官官官官官官官官官がががががががががががががががが勇勇勇勇勇勇勇勇勇勇勇勇勇勇勇勇気気気気気気気気気気気気気気気気ををををををををををををををををももももももももももももももももっっっっっっっっっっっっっっっってててててててててててててててて提提提提提提提提提提提提提提提提訴訴訴訴訴訴訴訴訴訴訴訴訴訴訴訴
セクハラ国賠訴訟東京地裁

全国センター通信 No．２９０（通巻３００号） ２０２３年８月１日

－2－



………………………………………………………………………………………………………………………………

「高年齢労働者の働き方」
２委員会共催で学習・交流

生協
労連

住民のくらし、職員の働きがい守る
予算・施策を １６府省庁と交渉

自治
労連

７月１～２日、生協労連の福祉委員会と、いのち
と健康を守る対策委員会（いの健対策委員会）で、
「高年齢労働者の働き方を考える交流会」を合同開
催しました。福祉委員会では、全国の壮年部や中堅
部など、全国の高年齢労働者が集う、年１回のマス
ターズ交流会を、 昨年まで13回おこなっています。
また、いの健対策委員会では、昨年の第10回労働
安全衛生セミナーの分科会で初めて、高年齢労働者
の抱える悩みや、職場課題について交流しています。
両委員会で高年齢労働者の働き方が共通のテーマと
なったことで、今回の合同開催となりました。
交流会の基調講演では、伊藤圭一全労連・労働法

制局長から、「ベテラン層がいきいきと、働きつづ
けられるために労働組合ができること」と題して、
高年齢労働者のめぐる情勢や法律について、お話し
いただきました。委員会から交流会への報告の後、
15の分散会に分かれて、交流会への参加動機、仕
事上の悩み、職場で改善してほしいことなど、年齢
を積み重ねたことで起きてくる問題について交流し
ました。
２日目は、福祉委員会で、①定年延長、再雇用制

度改善に向けたとりくみ、②仕事と介護を両立でき
る働き方、③今なら間に合う⁉定年後からのライフ
プラン、④大人（就業者）の発達障害を考える、い
の健対策委員会では、⑤ベテランを労災から守る労
働安全衛生、⑥働きつづけられる身体的健康維持・
管理について、⑦高年齢者の健全なメンタル・モチ
ベーション維持についての７つの分科会を設定し
て、高年齢労働者に関わる課題の学習と交流を深め
ました。
今回の交流会には、100人を超える職場のなかま

が参加して、「高年齢労働者の働き方」への関心の
高さが、あらためて浮き彫りになりました。今後、
いの健対策委員会では、高年齢労働者が健康で安全
に働きつづけられる職場づくりに向けた「提言」作
成の準備をすすめていきます。

（生協労連 渡邊一博）

自治労連は、国の施策・予算に反映させることを
目的に６月５日～19日にかけて府省庁交渉を行い、
国民的課題や自治体・公務職場で起きている問題、
コロナ危機での実態などを伝え交渉しました。
厚労省との交渉では、自治体労働者が過労死ライ

ンを超えて働くような職場環境を直ちに改善するよ
う要求。厚生労働省は「長時間労働など職場環境を
原因として、働き方が健康を害するようなことはあ
ってはならない」と述べ、共通の認識を確認しまし
た。
滋賀の仲間からは大津市ではコロナ第７波によっ

て職員585人が感染したが、公務災害認定はほとん
ど進んでいない事例を伝え、「厚労省としても、総
務省に公務災害の把握、認定に積極的に努めるよう
にしてもらいたい」と訴えました。愛知の仲間から
も、名古屋市役所で年間720時間以上の時間外勤務
に従事した職員が179人いた事例に触れて、改善に
向けた対応を訴えました。

デジタル庁
との交渉で
は、①住民の
個人情報・プ
ライバシーの
権利を守るこ
と、②自治体
独自施策につ
いて「標準化
システム」の中でも実施できるようにすること、③
デジタルとアナログ共存で双方のメリットを活かす
こと、④マイナカードの未取得で国民に不利益・不
公平を生じさせないこと、⑤マイナカード事故に係
り推進してきた官庁として責任ある対応を直ちに行
うことなどを質しました（写真）。
デジタル庁は「デジタルとアナログの双方のメリ

ットをいかす」と回答。自治労連は、地方公共団体
に示したマニュアルではアナログをデジタルに置き
換えることを促すものになっている点を指摘。これ
までの交渉を反映したマニュアルに改訂するべきと
求めました。 （自治労連・「自治体の仲間」より）

各地・各団体のとりくみ

集合写真
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よりよい医療・介護・福祉をめざして
第５０回医療研究全国集会 in 山形医労連

今年も好評です
“労安そもそもセミナー”民医連

公益財団法人日本医療総合研究所と日本医労連
は、６月24日・25日の２日間、山形県山形市にお
いて、第50回医療研究全国集会（以下、医療研集
会）を開催しました。全国各地から450人が参加し、
学習・討議を深めました。2020年以降、新型コロ
ナの感染拡大により、2020年は集会を中止し、2021
年・2022年は完全オンラインでの開催となり、今
回は第50回の節目に完全リアルで開催することが
出来ました。
医療研集会は、よりよい医療・介護・福祉をめざ

して、その諸課題についての学習や問題意識の共有、
仕事を通した身近な現場での改善の取り組み交流な
どが、記念講演や分科会でのレポート報告を通して
行われます。
今回の医療研集会では、記念講演Ⅰとして山形大

学教授の村上正泰先生が「山形県の地域医療の充実
をめざして」をテーマに、県内での入院動向の調査
をもとに地域医療構想にかかわる解説をされまし
た。村上先生は、地域医療構想は診療報酬点数で病
床機能分類をしているため、実態との乖離があると
指摘され、地域の医療ニーズを分析した上で、必要

機能の集約・分散のバ
ランスを取る必要があ
ると話されました。
記念講演Ⅱでは佛教

大学教授の横山壽一先
生が「医療研究全国集
会50回目を迎えて」を
テーマに、50年に及
ぶ医療研集会の歩みと
意義について講演されました。横山先生は、医療研
集会での議論が医療労働運動を支え、国民医療を守
り発展させてきたことや医療労働運動の基本路線を
確立させたことなどを紹介し、日常の実践を持ち寄
り交流できる医療研集会の重要性を解説しました。
分科会では、看護や介護、保健、精神や検査、労

安活動など13のテーマに分かれて、現場から持ち
寄られたレポート報告をもとに、学習・交流が行わ
れました。また、動く分科会は、宮城県石巻の東日
本被災地を訪れて、被災当時の状況や復興について
学んだうえで、山形県で最盛期をむかえたサクラン
ボ狩りも楽しむことができました。山形県の名物と
お酒を堪能する「食の交流会」も行われ、充実した
内容で大成功を収めることができました。

（医労連 内田博之）

全日本民医連は昨年初めて開催した『労働安全衛
生そもそもセミナー』を今年もオンライン開催しま
した。セミナーは、コロナ禍で医療介護現場で働く職
員の健康を守る活動がより重要視される中で、労働
安全衛生活動の基本を学び、体制を整備して更に一
歩前進させる事を目的としています。講師は昨年同
様、産業医の岡田崇顧先生（全日本民医連職員健康
管理委員・高知医療生協医師）にお願いしました。
労安法は元々50年前に、大規模工場での安全衛

生を想定して作られた法律であり、医療・介護現場
にも多い50人以下の事業場での活動が想定されて
おらず、法令遵守を越えた取り組みが重要である事、
職場改善は一気に行う必要はなく少しずつの改善を
積み上げる事など、具体的な実践も例示しながら解
りやすくレクチャーしていただきました。
また、第14次労働災害防止計画の要点も解説し

ていただきました。オンラインの利便性を活かして
事業場の労安委員全員が参加するなど参加者は200

人を超えました。『労働衛生の三管理（作業環境管
理、作業管理、健康管理）で最も考えるべきは「作
業環境管理」で、「対策の基本は上流から!元から
断つ」というお話をきいて、疾病を生活と労働の場
からとらえる視点、民医連の社会保障改善の運動の
際に意識する視点とつながりを感じた』『セミナー
に参加して、今年度は少し役割が果たせる明るい兆
しがみえた。法人内では、50人以下の事業所でメ
ンタルヘルスや人間関係のトラブルなどが発生して
おり小事業所統括安全衛生推進会議みたいなものを
法人事務長会議などで行うことを提案したい』『今
年から労組側で労安委員会のメンバーになり、何を
どうしていいのかわからずにいた。会議で話し合う
べき５つのポイントや、３管理のお話は非常に参考
になりました』等の感想とたくさんの質問が出され、
現場ですぐに活かせるセミナーとなりました。

（民医連 野口昭彦）
※本セミナーの概要報告・QA・ハンドア
ウトは［全日本民医連職員の健康を守る
ページ］を参照。
https : //www.min-iren.gr.jp/?p=42286

各地・各団体のとりくみ

渡辺勇仁医療研・県医労連
委員長の挨拶
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建材メーカー12社の責任を認める
建設アスベスト大阪２陣・３陣訴訟

大阪

ひとり１人が尊重される社会を
第１４回建交労学校建交労

６月30日、大阪地方裁判所（第16民事部・石丸
将利裁判長）は、建設アスベスト大阪２陣・３陣訴
訟において、建設作業従事者のアスベスト被害につ
いて、過去最多となる建材メーカー12社の責任を
認める判決を言い渡しました。判決は、建材メーカ
ーらは1971年初めには吹付作業者に対する危険性
を、1973年にはそれ以外の屋内作業者に対する危
険性を具体的に予見できたとして、建材メーカーら
の警告表示義務違反を認め、総額９億円あまりの賠
償を命じました。法廷では、裁判長が、被災者の受
けた身体的な苦痛は甚だ大きく、就労を通じて社会
への貢献ができなくなることによる精神的な無念は
計り知れない、咳や痰、激しい息切れ、呼吸困難か
ら逃れられないことによる肉体的精神的な苦痛は
「もがき苦しむといっていもよい状態」との表現まで
使って、被害に寄り添う判決要旨を読み上げました。
わが国には、1930年から2005年までに約1000

万トンのアスベストが輸入され、その７～８割が石
綿建材に使用されてきました。建材メーカーらは、
石綿建材の危険性を知りながら利潤追求を最優先
し、長期にわたって大量の石綿建材を製造・販売し
続け、そのため、建設現場ではわが国最大のアスベ
スト被害が発生しました。

2021年５月の最高裁判決では、建材メーカーら
の加害責任が認められ、その後も今回の判決を含め
て５つの地裁・高裁判決で建材メーカーの責任が認
められています。もはや建材メーカーは責任逃れが
できないところまで追い詰められています。ところ
が、建材メーカーらは今なお裁判で争う姿勢と取り
続け、被害救済に背を向けています。
判決を受けて、私たちは、７月３日から７日まで、

関西にある建材メーカー本社・支店前６カ所で「建
設アスベスト被害の早期解決を求めるスタンディン
グ行動」を行いました。この行動には、原告、弁護
団のほか支援のみなさまの多数の参加で大きな成功
をおさめました。この間の取り組みへの参加の御礼
を申し上げるとともに、建設アスベスト被害の全面
解決に向けて、引き続きのご支援をよろしくお願い
します。

（大阪アスベスト弁護団 遠地靖志）

６月９～11日の３日間、建交労は伊豆長岡「サ
ンバレー冨士見」（静岡県）で第14回建交労学校を
開催しました。４年ぶりの開催に全国から47人が
参加。学習とレクリエーションで交流を深めまし
た。
１日目：全労連の小畑雅子議長から記念講演とし

て「ジェンダーの視点で組合運動を進めよう」、ま
た、白神優理子弁護士から「日本国憲法は希望」と
いうテーマで講義がありました。
２日目はレク。５班に分かれて三島市内を散策し

ました。各班が分散会で決めたチェックポイントを
巡って記念撮影。ポイントごとに三島にちなんだク
イズが出され、回答しながらクリアを目指します。
最終日は、角田季代子建交労中央執行委員長から、

「建交労が受け継いだもの（いまとこれから）」に
ついての講義がありました。

「ジェンダー問題では知らないうちに男女差があ
ったかもしれません。女性が少ない場だからこそ異
なる視点を大切にしていきたい」「組織運営で悩ん
でいたが、学習した４つの指標（機関会議の定例化、
交渉権の確立、財政の確立、教育活動）を取り入れ
て一人ひとりが主役の組織つくりをめざしていきま
す」などの感想が出されました。
閉校式では学んだこと、掲げたい要求・願いを全

員が発表し、終了しました。（建交労 高村暁裕）

各地・各団体のとりくみ

建設アスベスト２陣・３陣訴訟判決の旗出し

三島市・楽寿園にて
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学校に労安活動の担い手を
労働時間健康問題共同研究会

労働
総研

ハラスメントの実態と予防をめぐって
第９回労働安全衛生学校東京

社医研センターも協力共同している労働総研の労
働時間健康問題共同研究会が、６月23日に「教職
員の労働時間、健康、働き方」をテーマに全労連会
館会議室にて開催されました。報告は「全教教職員
勤務実態調査報告2022」（村上剛志社医研センタ
ー理事）と「教職員が人間らしく生き働き続けるた
めに」（杉本正男産業カウンセラー）です。
村上氏は全教の勤務実態調査報告第１次集計

（2023年１月）をもとに、調査の協力者としての経
験もふまえて報告。長時間労働で睡眠が十分とれな
いことでの健康問題、休憩時間が取れない、持ち帰
り仕事が多い、あらゆることをやらなくてはならな
い等教職の勤務特性、コロナ禍で長時間労働が増大
してることなどリアルな労働実態が明確になりまし
た。また、「学校における働き方改革」の課題や問題
点が明らかにされました。最後に、労働安全衛生体
制や労働安全衛生活動の不十分さも指摘しました。
杉本氏は、教職員の労働と健康の実態と今日の危

機的状況の要因・問題、学校・教職員の働き改革を
めぐる近年の動向、国・教育委員会・学校管理職・

教職員の
役割の内
容を活動
経験と詳
細な資料
データも
紹介しな
がら、こ
の問題の
要因と改
善・改革の方向を全面的に展開しました。
そして、学校での労働安全衛生活動の推進をめざ

して、全国学習交流会を開催し全国の学校に労安活
動の担い手を育てることを強調し「学習なくして運
動なし、運動なくして前進なし！」とまとめました。
討論では、いの健全国センターの岡村次長から季

刊誌95号の特集 「人間を育てる学校を健康職場に」
について報告され、テーマを深めることができまし
た。季刊誌掲載「ゆとりをもって子どもたちと向き
合いたい～勤務実態調査から」（糀谷陽子氏）は、
全教としての調査分析と今後の方向をまとめてあり
とても参考になります。

（社医研センター 村上剛志）

東京センターは労働安全衛生学校（以下労安学
校）を６月10日午後に、ラパスホールで開催しま
した。会場参加者は講師、報告者を含め34人、
ZOOMでは18人、合計52人の参加でした。冒頭
は業務のためリアル参加できない労安学校長の天笠
崇先生（東京センター理事長）から寄せられたメッ
セージが配布されました。続いて井澤智副校長（東
京センター事務局長）の開校の挨拶がありました。
その後の記念講演「ハラスメントのない職場をめざ
して～ハラスメント防止法の活用と課題」は梅田和
尊弁護士が講師。講演の内容は①ハラスメントをめ
ぐる現状②ハラスメントを防止するための法律③ハ
ラスメント被害への対応でした。大変充実したレジ
ュメに基づき、明快な展開の講義でした（写真）。
その後、ハラスメント問題で先進的に取り組んで

いる３人からの報告がありました。元出版労連委員
長の酒井かをりさんは出版の職場における多様なハ
ラスメントの実態について詳細に報告し、その中で
改善の取り組みを精力的に進め、事業主にハラスメ

ント撲滅宣言
させるなどの
多様な取り組
みを報告。
東京自治労

連足立区職労
委員長の小磯
扶佐子さんは
自治体職場でハラスメント防止対策部会を設置し、
「ハラスメント防止等に関する宣言―明るく、活気
ある職場を目指して―」を発し、労使でのパワハラ
防止宣言を実現するなどの到達を報告しました。
江東区労連の松井優希さんは、東京センターとの

連携で、ハラスメントなどにより精神疾患になった
３事例を労災認定した経験を報告。申立書作成には
７回の面談、電話での聞き取り20回以上を重ねて
約1.5か月を要して「申立書」を作成したとの経験
が報告されました。
その後、質疑応答、梅田弁護士を含めての意見交

換が行われました。「ハラスメント問題のテーマは
時宜にかなっている。職場で活かしたい」などの感
想が寄せられました。 （東京センター 色部 祐）

各地・各団体のとりくみ

中学校の教科書のページ数は、１５年で
１．５倍（杉本氏の資料より）
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６月５～16日まで、スイス・ジュネーブのＩＬ
Ｏ本部および国連欧州本部を会場に行われました。
国連の経済社会理事会のもとにある専門機関である
国際労働機関（ＩＬＯ）の年次総会は毎年この時期
に行われます。新型コロナパンデミックから３年間
は全労連代表はオンラインの参加でしたが、今年は
４年ぶりにジュネーブで完全対面方式での総会とな
りました。
総会では「質の高い見習い研修制度」に関する勧

告（208号）が採択されました。訓練や見習い時期
の労働者の権利の保護を前に進める指針となるもの
です。ほかにも基準の監視に関する議論、気候変動
からの「公正な移行」に関する一般討議など重要な
問題が議論されました。
総会では各国のＩＬＯ条約の適用に関して審査す

る基準委員会に主に参加しました。また、今年はジ
ェンダー平等の実現に関して専門家委員会が出した
一般調査報告をもとにした討論が注目されました。
今年の一般調査は「職場におけるジェンダー平等の
実現」でした。既存の111号（差別禁止）、156号
（家族的責任）、183号（母性保護）と関連する勧
告をまとめて審査し、ジェンダー平等の実現の課題
を整理するという意欲的な一般調査報告をもとに議
論が行われました。通常の一般調査では４時間ほど

の時間が想定され
ていますが、今年
の審議は政労使共
に発言者が多く、
５時間以上かけて
議論されました。
各国での中心的課題になっていることがわかりま
す。ジェンダー平等の実現は、ＩＬＯでも多岐にわ
たる基準が関係しさまざまな政策を駆使することで
実現すること、また政労使それぞれに役割と責任が
あることも多くの労働組合の仲間が指摘していまし
た。議論の詳細は別の機会に紹介したいと思います
が、委員会では来年以降の総会での一般討議や来年
予定されているケアエコノミーに関する討議でもジ
ェンダー視点を強く押し出すことを求める内容の結
果文書が採択されています。
また昨年の総会で職場の権利と原則に関する宣言

（98年）に基づく基本条約の中に労働安全衛生を
含めることになり、155号条約（職業上の安全衛生
及び健康）、187号条約（職業上の安全及び健康促
進枠組み）が中核条約として追加されたことに伴
い、98年以降に採択された条約、プロトコールと
勧告の一部改正も決まりました。155号条約の批准
は今後の課題になります。 （全労連 布施恵補）

わたしが紹介する書籍は、８月に大月書店から発
刊される予定の「新型コロナ最前線 自治体職員の
証言2020-2023」です。
感染症法の位置づけが２類から５類に見直された

ものの、いまも国民のいのちと健康を脅かし続けて
いる新型コロナ。そして、"ダイヤモンド・プリン
セス"号での集団感染の発生から３年以上にわたり、
住民のいのちとくらしを支えるため、自らも感染リ
スクと向かい合いながらその最前線に立ってきた自
治体職員。本書は、その苦悩と奮闘を全国規模でま
とめた、はじめての記録・証言集です。
全体は、二部構成となっています。第一部では、

コロナ危機のもとで住民のいのちとくらしを守る自
治体労働者の活動と葛藤、苦悩がリアルに書き綴ら
れており、どれも臨場感あふれる記録と証言でまと
められています。きっと、そのどれもが「そうだっ
たのか」、「その時、自治体労働者のいのちと健康
が犠牲になっていなかったのか」と、読者に受け止
めてもらえるはずです。

第二部では、それら記録・
証言を受けて、編集にあたっ
た自治労連と監修にあたって
いただいた黒田兼一先生をは
じめ研究者によって、コロナ
危機のもとでの活動やとりく
みから得られた教訓や課題を
導き出し、その改善にむけた
提言をまとめています。
コロナ危機は、新自由主義によって失いかけてき

た「公共」と、その役割の尊さに光をあてました。
あらゆる「公共」の場面で、苦悩しながらも奮闘を
続けてきた自治体労働者の証言が、「公共」の役割
とは何かを問いただすに余りあるものです。
たとえ緊急事態であっても、労働者のいのちと健

康は、何よりも尊ばれなければなりません。しかし、
その時、自治体労働者が置かれていた労働環境はど
うだったのか?この本に寄せられたレポートが見事
に証言しています。

社会正義の実現をめざす第１１１回国際労働機関総会社会正義の実現をめざす第１１１回国際労働機関総会
（ＩＬＯ総会）

第１１１回 ILO総会全体会（ILO提供）

私私のの一一冊冊 ㉛ 自治労連 佐賀達也 『新型コロナ最前線 自治体職員の証言２０２０―２０２３』

大月書店
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厚労省は、６月30日「令和４年度過労死等の労
災補償状況」を発表しました。過労死等に関する請
求件数は３，486件（前年度比387件の増加）過去
最多となりました。過労死等に関する支給決定件数
は904件（前年度比103件の増加）うち、脳・心臓
に関する事案は194件で前年度比22件の増加、死
亡件数は218件（前年度比45件増加）。精神障害に
関する事案は710件で前年度比81件の増加（過去
最多）になりました。
請求件数・支給決定（労災認定）件数ともに、業

種別（大分類）の「医療・福祉」のうち「社会保険
・社会福祉・介護事業」が327件、85件と最多。

脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

【１】請求件数は803件であり前年度に比べ50件
の増。「業務上」の支給決定件数は、194件で前年
度に比べ22件増加しています。【図１】

【２】年齢別では、請求件数で「50～59歳」303
件、「60歳以上」283件、「40～49歳」164件、の
順で多く、支給決定数は「50～59歳」67件、「40
～49歳」58件の順に多くなっています。【表１】

精神障害等の労災補償状況

【１】請求件数は2,683件で、前年度比337件の増。
うち未遂を含む自殺件数は前年度比12件増の183
件。支給件数は710件で前年度比81件の増加。認
定率は35．８%とほぼ横ばいです【表２】【図２】。

【２】年齢別請求、決定及び支給決定件数は「40
～49才」が請求779件、支給決定213件と最も多く
なっています。【表３】

【３】出来事別の支給決定の要因件数は、「パワー
ハラスメント」147件、「悲惨な事故や災害の体験、
目撃をした」89件、「仕事内容・仕事量の（大き
な）変化を生じさせる出来事があった」78件、。精
神障害に関する事案の支給決定件数で最も多いの
は、パワハラ関係です。防止対策強化が急がれます。

（編集部）
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